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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用ステープリング装置であって、
　フレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　アンビルと、複数の外科用ステープルを収容しているカートリッジアセンブリと、カム
面とを含んでいるツールアセンブリであって、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の
遠位端に隣接して支持されており、該カム面は、該アンビルと該カートリッジアセンブリ
との互いに対する接近を作動させるように配置されている、ツールアセンブリと、
　フレーム上にかつ駆動ビームと機械的に協同するように配置されているクランプハンド
ルであって、該駆動ビームは、自身を貫通する開口部を有する、クランプハンドルと、
　フレーム上にかつ発射ロッドと機械的に協同するように配置されている発射ハンドルで
あって、該発射ロッドは、該駆動ビームの該開口部に少なくとも部分的には配置されてお
り、該ステープルを自身から排出するために該カートリッジアセンブリを通って動くこと
ができる、発射ハンドルと
　を備えており、
　該駆動ビームは、該ツールアセンブリの該カム面の少なくとも一部分と係合するように
構成されており、
　該駆動ビームの一部分は、Ｉ形の断面を有し、該Ｉ形の断面は、上部フランジ部分と、
下部フランジ部分と、該上部フランジ部分と該下部フランジ部分との間に延びている垂直
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な部分とを有し、
　該駆動ビームの該開口部は、該垂直な部分を通って延びており、
　該上部フランジ部分は、該アンビルと係合するように配置されており、
　該下部フランジ部分は、該カートリッジアセンブリと係合するように配置されている、
外科用ステープリング装置。
【請求項２】
　前記駆動ビームの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られている、請求項１に記載
の外科用ステープリング装置。
【請求項３】
　前記駆動ビームの少なくとも一部分は、プラスチックおよび金属から成る群から選択さ
れる材料で作られる、請求項１に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項４】
　前記発射ロッドの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られている、請求項１に記載
の外科用ステープリング装置。
【請求項５】
　前記発射ロッドの少なくとも一部分は、プラスチックおよび金属から成る群から選択さ
れる材料で作られる、請求項１に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項６】
　前記ツールアセンブリは、前記カム面の少なくとも一部分に隣接して配置される組織止
めを含む、請求項１に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項７】
　前記ツールアセンブリは、該ツールアセンブリに接続される近位部分を有する使い捨て
ローディングユニットの一部分であり、該近位部分は、前記内視鏡型部分との接続のため
に配置されている、請求項１に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項８】
　外科用ステープリング装置であって、
　第１のハンドルと第２のハンドルとを有するフレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　アンビルとカートリッジアセンブリとカム面とを含んでいるツールアセンブリであって
、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持されている、ツールア
センブリと、
　該第１のハンドルに接続された駆動部材であって、該駆動部材は、該ツールアセンブリ
の該カム面の少なくとも一部分と係合するように構成されている遠位端を有し、それによ
って該第１のハンドルの作動が該駆動部材を遠位に動かして該カム面の少なくとも一部分
と係合することにより、該アンビルと該カートリッジアセンブリとを互いに対して近づけ
、該駆動部材は、自身を貫通する開口部を有する、駆動部材と、
　該第２のハンドルの操作が、該駆動部材の該開口部を通って遠位にロッドを前進させ、
該カートリッジアセンブリからステープルを排出するように、該第２のハンドルに接続さ
れた該ロッドと
　を備え、
　該駆動部材の遠位端は、Ｉ形の断面を有し、該Ｉ形の断面は、上部フランジ部分と、下
部フランジ部分と、該上部フランジ部分と該下部フランジ部分との間に延びている垂直な
部分とを有し、
　該駆動部材の該開口部は、該垂直な部分を通って延びており、
　該上部フランジ部分は、該カム面と係合するように配置されており、該カム面は、該ア
ンビル上に配置されており、
　該下部フランジ部分は、該カートリッジアセンブリと係合するように配置されている、
外科用ステープリング装置。
【請求項９】
　前記ツールアセンブリは、前記内視鏡型部分に旋回するように取り付けられている、請
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求項８に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項１０】
　前記ロッドの少なくとも一部分は可撓性があり、前記ツールアセンブリが関節でつなが
ることを可能にする、請求項８に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項１１】
　前記駆動部材の少なくとも一部分は可撓性があり、前記ツールアセンブリが関節でつな
がることを可能にする、請求項８に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項１２】
　前記ツールアセンブリは、それ自身の前記カム面の少なくとも一部分に隣接して配置さ
れた組織止めを含む、請求項８に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項１３】
　前記ツールアセンブリは、使い捨てローディングユニットの一部分であり、該使い捨て
ローディングユニットは近位本体部分を含み、該ツールアセンブリが該近位本体部分に取
り付けられる、請求項８に記載の外科用ステープリング装置。
【請求項１４】
　外科用ファスナを発射するシステムであって、該システムは、
　フレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　該フレーム上にかつ駆動部材と機械的に協同するように配置されている第１のハンドル
と、
　該フレーム上にかつ少なくとも１つの発射ロッドと機械的に協同するように配置されて
いる第２のハンドルと、
　アンビルとカートリッジアセンブリとカム面とを含んでいるツールアセンブリであって
、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持されている、ツールア
センブリと、
　該駆動部材の遠位端と係合するように構成され、かつ、該ツールアセンブリの該カム面
の少なくとも一部分と係合するように構成されている駆動ビームと
　を含み、
　該第１のハンドルは、該アンビルと該カートリッジアセンブリとを近づけるために、該
駆動ビームを遠位に動かして該カム面の少なくとも一部分と係合するように、作動させら
れるように構成されており、
　該該第２のハンドルは、該駆動ビーム内の開口部を通して該発射ロッドを動かすように
、作動させられるように構成されており、
　該駆動ビームの遠位端は、Ｉ形の断面を有し、該Ｉ形の断面は、上部フランジ部分と、
下部フランジ部分と、該上部フランジ部分と該下部フランジ部分との間に延びている垂直
な部分とを有し、
　該駆動ビームの該開口部は、該垂直な部分を通って延びており、
　該上部フランジ部分は、該アンビルと係合するように配置されており、
　該下部フランジ部分は、該カートリッジアセンブリと係合するように配置されている、
システム。
【請求項１５】
　前記駆動ビームの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られる、請求項１４に記載の
システム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの発射ロッドの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られる、請
求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、外科用ステープリング装置に関し、さらに詳細には、体の組織に複数の外科
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用ファスナを適用する内視鏡型外科用ステープリング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織が、対向する顎構造の間で、最初につかまれ、またはクランピングされ、次に、外
科用ファスナによって接合される外科用デバイスは、当該分野において公知である。一部
の機器において、ファスナで接合されている組織を切断するために、ナイフが提供される
。ファスナは、一般的には、外科用ステープルの形式であるが、２つの部分のポリマーフ
ァスナがまた利用され得る。
【０００３】
　この目的のための機器は２つの細長い部材を含み、該２つの細長い部材は、組織を捕ら
えるまたはクランピングするためにそれぞれ使用される。一般的には、部材のうちの一方
はステープルカートリッジを有し、該ステープルカートリッジは、少なくとも２つの平行
な列に配置された複数のステープルを収容しており、もう一方の部材は、アンビルを有し
、該アンビルは、ステープルがステープルカートリッジから押し出されるとステープルの
足を形成する面を画定する。概して、カムバーがステープルプッシャに作用し、次にステ
ープルカートリッジからステープルを排出するので、ステープリング動作は、ステープル
カートリッジを通って長手方向に移動するカムバーによって影響される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示は、フレームと、内視鏡型部分と、クランプハンドルと、発射ハンドルと、ツー
ルアセンブリと、駆動ビームとを含む外科用ステープリング装置に関する。内視鏡型部分
は、フレームから遠位に伸びている。クランプハンドルは、フレーム上にかつ駆動ビーム
と機械的に協同するように配置されている。発射ハンドルは、フレーム上にかつ発射ロッ
ドと機械的に協同するように配置されている。ツールアセンブリは、アンビルと、複数の
外科用ステープルを含んでいるカートリッジアセンブリと、カム面とを含む。ツールアセ
ンブリは、内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持されている。カム面は、アンビルとカー
トリッジアセンブリとの互いに対する接近を作動させるように配置されている。駆動ビー
ムは、自身を貫通する開口部を有する。発射ロッドは、駆動ビームの開口部に少なくとも
部分的には配置されており、カートリッジアセンブリを通ってそこからステープルを排出
するために動くことができる。駆動ビームは、ツールアセンブリのカム面の少なくとも一
部分と係合するように構成されている。
【０００５】
　本開示はまた、フレームと、フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、ツールア
センブリと、駆動部材と、ロッドとを含む外科用ステープリング装置に関する。フレーム
は、第１のハンドルと第２のハンドルとを含む。ツールアセンブリは、アンビルと、カー
トリッジアセンブリと、カム面とを含む。ツールアセンブリは、内視鏡型部分の遠位端に
隣接して支持されている。駆動部材は、第１のハンドルに接続されており、カム面の少な
くとも一部分と係合するように構成されている遠位端を有する。第１のハンドルの作動は
、駆動部材を遠位に動かしてカム面の少なくとも一部分と係合し、アンビルとカートリッ
ジアセンブリとを互いに対して近づける。駆動部材は、自身を貫通する開口部を有する。
ロッドは、第２のハンドルに接続され、その結果、第２のハンドルの操作が、駆動部材の
開口部を通って遠位にロッドを前進させ、カートリッジアセンブリからステープルを排出
する。
【０００６】
　本開示はまた外科用ファスナを発射する方法に関する。方法は、フレームと、フレーム
から遠位に伸びている内視鏡型部分と、第１のハンドルと、第２のハンドルと、ツールア
センブリと、アンビルおよびカートリッジアセンブリを有する駆動ビームとを有する外科
用ステープリング装置を提供するステップを含む。方法はまた、アンビルとートリッジア
センブリとを近づけるために、駆動ビームを動かすように、第１のハンドルを作動させる
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ステップを含む。方法はさらに、駆動ビーム内の開口部を通して発射ロッドを動かすよう
に、該第２のハンドルを作動させるステップを含む。
【０００７】
　本発明はさらに以下の手段を提供する。
【０００８】
　（項目１）　
　外科用ステープリング装置であって、
　フレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　アンビルと、複数の外科用ステープルを収容しているカートリッジアセンブリと、カム
面とを含んでいるツールアセンブリであって、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の
遠位端に隣接して支持されており、該カム面は、該アンビルと該カートリッジアセンブリ
との互いに対する接近を作動させるように配置されている、ツールアセンブリと、
　フレーム上にかつ駆動ビームと機械的に協同するように配置されているクランプハンド
ルであって、該駆動ビームは、自身を貫通する開口部を有する、クランプハンドルと、
　フレーム上にかつ発射ロッドと機械的に協同するように配置されている発射ハンドルで
あって、該発射ロッドは、該駆動ビームの該開口部に少なくとも部分的には配置されてお
り、該ステープルを自身から排出するために該カートリッジアセンブリを通って動くこと
ができる、発射ハンドルと
　を備えており、
　該駆動ビームは、該ツールアセンブリの該カム面の少なくとも一部分と係合するように
構成されている、外科用ステープリング装置。
【０００９】
　（項目２）　
　上記駆動ビームの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られている、項目１に記載の
外科用ステープリング装置。
【００１０】
　（項目３）　
　上記駆動ビームの少なくとも一部分は、プラスチックおよび金属から成る群から選択さ
れる材料で作られる、項目１に記載の外科用ステープリング装置。
【００１１】
　（項目４）　
　上記駆動ビームの一部分は、Ｉ形の断面を有する、項目１に記載の外科用ステープリン
グ装置。
【００１２】
　（項目５）　
　上記発射ロッドの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られている、項目１に記載の
外科用ステープリング装置。
【００１３】
　（項目６）　
　上記発射ロッドの少なくとも一部分は、プラスチックおよび金属から成る群から選択さ
れる材料で作られる、項目１に記載の外科用ステープリング装置。
【００１４】
　（項目７）　
　上記ツールアセンブリは、上記カム面の少なくとも一部分に隣接して配置される組織止
めを含む、項目１に記載の外科用ステープリング装置。
【００１５】
　（項目８）　
　上記ツールアセンブリは、該ツールアセンブリに接続される近位部分を有する使い捨て
ローディングユニットの一部分であり、該近位部分は、上記内視鏡型部分との接続のため



(6) JP 5466827 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

に配置されている、項目１に記載の外科用ステープリング装置。
【００１６】
　（項目９）　
　外科用ステープリング装置であって、
　第１のハンドルと第２のハンドルとを有するフレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　アンビルとカートリッジアセンブリとカム面とを含んでいるツールアセンブリであって
、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持されている、ツールア
センブリと、
　該第１のハンドルに接続された駆動部材であって、該駆動部材は、該ツールアセンブリ
の該カム面の少なくとも一部分と係合するように構成されている遠位端を有し、それによ
って該第１のハンドルの作動が該駆動部材を遠位に動かして該カム面の少なくとも一部分
と係合することにより、該アンビルと該カートリッジアセンブリとを互いに対して近づけ
、該駆動部材は、自身を貫通する開口部を有する、駆動部材と、
　該第２のハンドルの操作が、該駆動部材の該開口部を通って遠位にロッドを前進させ、
該カートリッジアセンブリからステープルを排出するように、該第２のハンドルに接続さ
れた該ロッドと
　を備えている、外科用ステープリング装置。
【００１７】
　（項目１０）　
　上記駆動部材の遠位端は、上記カム面と係合するように配置された第１の部分を有し、
該カム面は、上記アンビル上に配置されている、項目９に記載の外科用ステープリング装
置。
【００１８】
　（項目１１）　
　上記駆動部材の遠位端は、上記カートリッジアセンブリと係合するように配置されてい
る第２の部分を有する、項目１０に記載の外科用ステープリング装置。
【００１９】
　（項目１２）　
　上記ツールアセンブリは、上記内視鏡型部分に旋回するように取り付けられている、項
目９に記載の外科用ステープリング装置。
【００２０】
　（項目１３）　
　上記ロッドの少なくとも一部分は可撓性があり、上記ツールアセンブリが関節でつなが
ることを可能にする、項目９に記載の外科用ステープリング装置。
【００２１】
　（項目１４）　
　上記駆動部材の少なくとも一部分は可撓性があり、上記ツールアセンブリが関節でつな
がることを可能にする、項目９に記載の外科用ステープリング装置。
【００２２】
　（項目１５）　
　上記ツールアセンブリは、それ自身の上記カム面の少なくとも一部分に隣接して配置さ
れた組織止めを含む、項目９に記載の外科用ステープリング装置。
【００２３】
　（項目１６）　
　上記ツールアセンブリは、使い捨てローディングユニットの一部分であり、該使い捨て
ローディングユニットは近位本体部分を含み、該ツールアセンブリが該近位本体部分に取
り付けられる、項目９に記載の外科用ステープリング装置。
【００２４】
　（項目１７）　
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　外科用ファスナを発射する方法であって、
　外科用ステープリング装置を提供することであって、
　フレームと、
　該フレームから遠位に伸びている内視鏡型部分と、
　該フレーム上にかつ駆動部材と機械的に協同するように配置されている第１のハンドル
と、
　該フレーム上にかつ少なくとも１つの発射ロッドと機械的に協同するように配置されて
いる第２のハンドルと、
　アンビルとカートリッジアセンブリとカム面とを含んでいるツールアセンブリであって
、該ツールアセンブリは、該内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持されている、ツールア
センブリと、
　該駆動部材の遠位端と係合するように構成され、かつ、該ツールアセンブリの該カム面
の少なくとも一部分と係合するように構成されている駆動ビームと
　を含む、外科用ステープリング装置を提供することと、
　該アンビルと該カートリッジアセンブリとを近づけるために、該駆動ビームを遠位に動
かして該カム面の少なくとも一部分と係合するように、該第１のハンドルを作動させるこ
とと、
　該駆動ビーム内の開口部を通して該発射ロッドを動かすように、該第２のハンドルを作
動させることと
　を包含する、方法。
【００２５】
　（項目１８）　
　上記駆動ビームの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られる、項目１７に記載の方
法。
【００２６】
　（項目１９）　
　上記駆動ビームの少なくとも一部分は、Ｉ形の断面を有する、項目１７に記載の方法。
【００２７】
　（項目２０）　
　上記少なくとも１つの発射ロッドの少なくとも一部分は、可撓性の材料で作られる、項
目１７に記載の方法。
【００２８】
　（摘要）
　フレームと、内視鏡型部分と、クランプハンドルと、発射ハンドルと、ツールアセンブ
リと、駆動ビームとを含む外科用ステープリング装置が開示される。内視鏡型部分は、フ
レームから遠位に伸びている。クランプハンドルは、フレーム上にかつ駆動部材と機械的
に協同するように配置されている。発射ハンドルは、フレーム上にかつ少なくとも１つの
発射ロッドと機械的に協同するように配置されている。ツールアセンブリは、アンビルと
、カートリッジアセンブリと、カム面とを含み、内視鏡型部分の遠位端に隣接して支持さ
れている。クランプハンドルの作動は、駆動ビームを動かしてカム面と係合させる。発射
ハンドルの作動は、駆動ビーム内の開口部を通して発射ロッドを動かして、カートリッジ
アセンブリから外科用ファスナを排出する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本開示の外科用ステープリング装置の様々な実施形態が、図面を参照して本明細書にお
いて開示される。
【００３０】
　本開示の外科用ステープリング装置の実施形態が図面を参照して詳細に記述されており
、同じ数字は、いくつかの図のそれぞれにおいて、同一のまたは対応する要素を示す。当
該分野においては一般的であるように、用語「近位」は、ユーザまたはオペレータ、例え
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ば、外科医または医師により近いその部分または構成要素を指し、用語「遠位」は、ユー
ザからより遠くに離れたその部分または構成要素を指す。
【００３１】
　図１を参照すると、本開示の外科用ステープリング装置１００の実施形態が例示されて
いる。この実施形態の外科用ステープリング装置１００は、フレーム６００と、クランプ
ハンドル６０２と、発射ハンドル６３６と、内視鏡型部分７５８と、ツールアセンブリ１
７とを含む。内視鏡型部分７５８は、外科用ステープリング装置１００に対する長手方向
軸を画定する。フレーム６００は、手で持つことに便利な全体のサイズおよび形状である
。クランプハンドル６０２と発射ハンドル６３６とは両方とも、開いた位置と閉じた位置
との間の関節運動のために、フレーム６００に旋回するように取り付けられる。
【００３２】
　本開示の様々な局面の例は、外科用ステープリング装置の作動を含み、Ｍｉｌｌｉｍａ
ｎらに対する共有に係る米国特許第６，９５３，１３９号において開示されており、該特
許の全内容は、本明細書において参考として援用される。
【００３３】
　ツールアセンブリ１７は、アンビル７９６とカートリッジアセンブリ８３６とを含む。
アンビル７９６とカートリッジアセンブリ８３６とは、内視鏡型部分７５８の遠位部分か
ら伸びており、互いに対して旋回するように固定される。アンビル７９６は、ステープル
形成くぼみを有する組織接触面を含む（例示された実施形態においては明確に示されてい
ない）。カートリッジアセンブリ８３６は、自身の中に複数の外科用ファスナ２２６（図
８を参照）を含み、該外科用ファスナ２２６は組織を通ってアンビル７９６に排出するこ
とができる。取り替え可能なテープルカートリッジ（例示された実施形態においては明確
に示されていない）は、図１の外科用ステープリング装置１００で使用され得る。このよ
うなステープルカートリッジは、少なくとも２つの平行な列に配置された複数のステープ
ルを収容し得、カートリッジアセンブリ８３６のカートリッジチャンネル内に取り付け可
能であり得る。
【００３４】
　駆動アセンブリ１２０の一部分が図２～図６に例示されている。この実施形態の駆動ア
センブリ１２０は、駆動ビーム５００と発射ロッド５５０とを含む。駆動ビーム５００は
アンビル７９６とカートリッジアセンブリ８３６とを互いに対して近づける長手方向の移
動のために構成されている。発射ロッド５５０は、外科用ファスナ２２６（例えばステー
プル）を発射するために、および／または組織を切断するために駆動ビーム５００におけ
る開口部５０２を通って移動することによる、駆動ビーム５００に対する入れ子式の動き
に適するように構成されている。
【００３５】
　さらに詳細には、図２および図３を参照すると、駆動ビーム５００は、第１の部分５０
４と第２の部分５０６とを含む。第１の部分５０４の少なくとも一部分（例えば、上の突
起）は、アンビル７９６と係合するように構成されている。駆動ビーム５００の第１の部
分５０４は、垂直な部分５０８と概ね水平な部分５１０ａおよび５１０ｂとを有する。第
１の部分５０４が概ねＩ形の断面を有するように、水平な部分５１０ａ、５１０ｂは構成
され得る。第１の部分５０４の第１の開口部５０２ａは、垂直な部分５０８を通って伸び
ている。水平な部分５１０ａは、アンビル７９６の上側カム面８２２と係合するように構
成されている。水平な部分５１０ｂは、カートリッジアセンブリ８３６と係合するように
構成されている（図４を参照）。図２および図３において例示されている実施形態におい
て、駆動ビーム５００の第２部分５０６は、第１の部分５０４から近位方向に伸びて、第
２の開口部５０２ｂを画定しており、その結果、第２の開口部５０２ｂは、第１の開口部
５０２ａと連通する。ここで、第２の部分５０６は、２つの概ね長方形の部分５０６ａお
よび５０６ｂを含み、その間に第２の開口部５０２ｂを画定する。駆動ビームアダプタ５
６０（図２および図３）は、近位端において駆動ビーム５００の第２部分５０６と機械的
に係合されるということが想定されている。駆動ビームアダプタ５６０は、外科用ステー
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プリング装置１００の内視鏡型部分７５８を通って近位方向に伸びている適切な駆動部材
（この実施形態においては明確に示されていない）と係合し得る。それによって駆動ビー
ム５００はリンク装置を介してクランプハンドル６０２に接続され、駆動ビーム５００の
動きを伝えるために、クランプハンドル６０２または発射ハンドル６３６の動きが伝達さ
れることを可能にする。
【００３６】
　発射ロッド５５０の近位端は、ギアメカニズムを介して発射ハンドル６３６に直接的ま
たは間接的に取り付けられる（図１を参照）。フレーム６００とハンドル６０２および６
３６とは、米国特許第５，３１８，２２１号において開示されているように構築および配
置され得、該特許の全内容は本明細書において参考として援用される。発射ハンドル６０
２および／またはクランプハンドル６０２を発射ロッド５５０および駆動ビーム５００に
接続する他のメカニズムが使用され得る。例えば、鋸歯状ラックが発射ロッド５５０に接
続され、発射ハンドル６３６に接続されたつめによって駆動され得る。
【００３７】
　駆動アセンブリ１２０は、ツールアセンブリ１７が関節でつながることを可能にするよ
うに配置されるということが想定されている。ツールアセンブリ１７は、ピボットピンま
たは内視鏡型部分７５８の可撓性部分において、内視鏡型部分７５８に旋回するように取
り付けられており、関節接合部５１２を画定する。駆動ビーム５００の第２の部分５０６
は、例えば、第２の部分５０６および発射ロッド５５０に対する材料の選択を介して、関
節接合部５１２（図１、および図４～図６）の周りで曲がるように構成および配置されて
いる。さらに、または代替的に、第２の部分５０６および／または発射ロッド５５０は複
数の薄板または層で構成され得る。
【００３８】
　本実施形態の発射ロッド５５０は、開口部５０２の第１の部分５０２ａおよび第２の部
分５０２ｂを通って収まるように構成されている。発射ロッド５５０は駆動ビーム５００
を通って移動することが可能であり、ツールアセンブリ１７が関節でつながれたときに、
駆動ビーム５００を通って移動するように構成され得る。
【００３９】
　意図された実施形態において、本開示の駆動ビーム５００および／または発射ロッド５
５０は、剛性、半剛性、もしくは可撓性の材料（またはそれらの組み合わせ）、例えば、
金属（例えば、ステンレス鋼）またはプラスチックなどから作られ得る。さらに、発射ロ
ッド５５０は、互いに対して入れ子式に伸縮可能であるいくつかの部分を含み得る。示さ
れたもの以外の発射ロッド５５０の形状および構成がまた、本発明によって意図されてい
る。
【００４０】
　外科用ステープリング装置１００は、図７に例示されているもののような使い捨てロー
ディングユニット（ＤＬＵ）１６と共に使用可能であり、該使い捨てローディングユニッ
ト（ＤＬＵ）１６は、約３０ｍｍと約６０ｍｍとの間の線状の列のステープルを有し得る
ということが想定されている。ＤＬＵ１６は、近位本体部分と近位本体部分に取り付けら
れたツールアセンブリとを有する。外科用ステープリング装置と共に使用する使い捨てロ
ーディングユニットの他の例は、Ｂｏｌａｎｏｓらに対する共有に係る米国特許第５，７
５２，６４４号に開示されており、該特許の全内容は、本明細書において参考として援用
される。
【００４１】
　（機器の動作）
　使用において、外科用ステープリング装置１００の内視鏡型部分７５８は、おそらくは
内視鏡型チューブを介して患者に挿入される。本開示に従った外科用ステープリング装置
１００の内視鏡型チューブへの導入にも関わらず、内視鏡型チューブは、密閉された気腹
を維持することが可能であり得、筐体の内部密閉部材がこの密閉をさらに維持する。実際
、アンビル７９６およびカートリッジアセンブリ８３６を閉じることによって、またはク
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ランプハンドル６０２を旋回させることによってのいずれかで、機器の顎は内視鏡型チュ
ーブの中への挿入のために閉じられる。
【００４２】
　内視鏡型チューブへの挿入後、アンビル７９６およびカートリッジアセンブリ８３６は
、クランプハンドル６０２を開くことによって、最初の開いた位置に戻される。内視鏡型
部分７５８は、フィンガーホイール、スリーブ、または回転ノブ２８（図１を参照）を操
作することによって、ステープリング部位に機器を適切に向けるように回転され得る。回
転ノブ２８はスカラップの形状を含み得、ユーザの指による係合を容易にする。アンビル
７９６内の組織止め８２８が、ツールアセンブリ１７の中への組織の過挿入を防止するた
めに含まれ得る。外科医がツールアセンブリ１７の中への組織の配置を満足すると、ツー
ルアセンブリ１７は、組織をクランピングするために使用される。
【００４３】
　組織をクランピングするために、クランプハンドル６０２（図１）は、フレーム６００
に向けて下側に旋回される。クランプハンドル６０２は駆動ビームアダプタ５６０に接続
され、その結果、クランプハンドル６０２が旋回されて閉じられたときに、駆動ビーム５
００は長手方向に動く。この遠位長手方向の動きは、駆動ビーム５００の一部分がツール
アセンブリ１７のカム面８２２に接触することをもたらし、アンビル７９６をカートリッ
ジアセンブリ８３６に向けて押しやる。クランプハンドル６０２および駆動部材のさらな
る詳細は、米国特許第５，３１８，２２１号に開示されており、該特許の開示内容は、本
明細書において参考として援用される。
【００４４】
　外科医がファスナ２２６を置き、組織を切断する準備ができたときには、手動安全装置
６６２が発射ハンドル６３６から取り外され得、発射ハンドル６３６が引き込まれる。発
射ハンドル６３６は、発射ロッド５５０を長手方向に動かす。作動スレッド２３４は、発
射ロッド５５０の遠位端の遠位に配置され、その結果、発射ロッド５５０の遠位長手方向
の動きが、作動スレッド２３４を遠位に前進させる。作動後、発射ハンドル６３６は解放
され、おそらくはキッカーばね６６０および発射ハンドル戻りばね６５９を用いて最初の
位置に戻る。ファスナを発射することと発射ハンドル６３６の引き込みとのさらなる詳細
は、Ｇｒｅｅｎらに対する米国特許第５，３１８，２２１号において開示されており、該
特許の全内容は、本明細書において参考として援用される。
【００４５】
　別の実施形態において、発射ハンドル６３６は、アンビル７９６とカートリッジアセン
ブリ８３６とを閉じるために、完全なストロークを作動され、少なくとも１回の次のスト
ロークが、カートリッジアセンブリ８３６から外科用ファスナ２２６を配備するために利
用される。このような実施形態において、クランプハンドル６０２は必要ではないことが
あり得る。
【００４６】
　本開示のツールアセンブリ１７は、他の相互作用する顎部材、例えば、組織を把持し切
開する一対の把持顎部材、および組織または組織の一部分をクランピングから外すクラン
ピング顎部材などに置換され得るということが想定される。これらの相互作用する顎部材
は鋸歯状部分を含み得、把持／保持能力を改善する。あるいは、相互作用する顎部材は組
織接触面を提供され、該組織接触面は、保持またはクランピングされた組織に対する外傷
を防止または最小化し得る。これらの相互作用する顎部材は、本明細書において記述され
たツールアセンブリ１７と実質的に同じ方法で据え付けられ得るが、発射ロッド５５０が
外科用固定具および／またはナイフ以外の機能を駆動するために使用され得る点で異なる
。
【００４７】
　開示された実施形態において、ユーザはクランプハンドル６０２を下側に旋回させ、適
切な駆動部材と駆動ビームアダプタ５６０とを前進させ、それにより駆動ビーム５００を
遠位に移動させ、アンビル７９６およびカートリッジアセンブリ８３６を近づけさせる。
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図５は、駆動ビーム５００を遠位に移動させる前における、ツールアセンブリ１７を例示
する。図６は、駆動ビーム５００が遠位に動かされた後の、近づけられたツールアセンブ
リ１７を示す。図５および図６は、カートリッジアセンブリ８３６に対してアンビル７９
６を動かしている駆動ビーム５００を例示しているが、アンビル７９６およびカートリッ
ジアセンブリ８３６のうちの１つまたは両方が可動であり、その結果、駆動ビーム５００
がカートリッジアセンブリ８３６だけを動かすか、またはカートリッジアセンブリ８３６
とアンビル７９６との両方を動かすということが想定されており、かつ、本開示の範囲内
となる。クランプハンドル６０２の代わりに、発射ハンドル６３６の部分的なストローク
が、ツールアセンブリ１７を近づけるために充分な距離だけ駆動ビーム５００を前進させ
得るか、または発射ハンドル６３６の完全なストロークがツールアセンブリ１７を近づけ
るということがまた想定されている。
【００４８】
　さらに詳細には、クランプハンドル６０２の押し下げ（または発射ハンドル６３６の部
分的な作動）の際に、駆動ビーム５００は遠位に移動する。駆動ビーム５００の水平な部
分５１０ａおよび５１０ｂがある距離を移動することにより、水平な部分５１０ａがアン
ビル７９６のカム面８２２に接触することにより、アンビル７９６とカートリッジアセン
ブリ８３６とを近づけ、一方で、水平な部分５１０ｂがカートリッジアセンブリ８３６と
係合する。駆動ビーム５００がアンビル７９６の縁８２５に接触するまで、駆動ビーム５
００は遠位に進む。このような実施形態において、駆動ビーム５００の一部分は、縁８２
５に接触したときには、組織止め８２８にほぼ並べられる。縁８２５に接触する際に、駆
動ビーム５００は遠位への移動を停止する。
【００４９】
　駆動ビーム５００が移動される前、間または後のいずれかに、発射ロッド５５０は駆動
ビーム５００の開口部５０２を通って移動する。発射ロッド５５０は、断面が長方形の帯
状、円形状、または他の形状であるということが想定されており、かつ、本開示の範囲内
となる。このような実施形態において、発射ロッド５５０は、開口部５０２に滑動するよ
うに収まる適切な大きさにされる。
【００５０】
　組織に適切に配置されてクランピングされると、外科用ステープリング装置１００は、
発射される準備が完了する。外科用ステープリング装置１００を発射することにより、組
織の中にファスナ２２６を排出するために、発射ハンドル６３６が作動される。発射ハン
ドル６３６の作動は、駆動ビーム５００の第２の部分５０６を通って（上記のように）、
駆動ビーム５００の第１の部分５０４を通って、作動スレッド２３４（図８）（またはカ
ムバーのような別の適切な構造）の中に発射ロッド５５０を移動し、このことが、ファス
ナ２２６をカートリッジアセンブリ８３６から組織の中に排出させる。さらに詳細にかつ
図８を参照して、本開示の実施形態に従った外科用ステープリング装置１００の動作の間
、作動スレッド２３４はカートリッジアセンブリ８３６の長手方向のスロットを通って移
動し、作動スレッド２３４のカム面２３２が前進されてプッシャ２２８と接触（例えば、
連続した接触）する。この動きはプッシャ２２８を長手方向のスロットの中で実質的に垂
直に移動させ、ファスナ２２６をアンビル７９６のステープル形成くぼみの中に動かす。
望ましくは、ナイフの刃は、発射ロッド５５０の遠位端または作動スレッド２３４に配置
され、その結果、ナイフの刃は作動スレッド２３４のカム面２３２の近位にある。
【００５１】
　上で明確には記述されなかったが、取替え可能なステープルカートリッジが外科用ステ
ープリング装置１００と共に使用され得るということが想定されている。
【００５２】
　本発明の精神および範囲を逸脱することなく、本明細書において開示された本開示の様
々な実施形態に対して、様々な改変が行われ得るということが理解される。例えば、様々
なサイズの機器が考えられ、かつ、様々な種類の構築材料が考えられる。さらに、様々な
改変が部品の構成に関して行われ得る。別の例として、ナイフが単一使用のカートリッジ
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に提供され、その結果、外科用ステープリング装置の各発射に対して、新たなナイフが使
用されることを可能にする。従って、上記の記述は本開示を限定するものとして理解され
るべきではなく、様々な実施形態の単なる例示として理解されるべきである。当業者は、
添付の特許請求の範囲によって定義されるような本開示の範囲および精神の範囲内で、他
の改変を構想する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本開示の実施形態に従った組み立てられた外科用ステープリング装置の
部分切断斜視図を例示する。
【図２】図２は、本開示の実施形態に従った駆動アセンブリの斜視図である。
【図３】図３は、図２の駆動アセンブリ別の斜視図である。
【図４】図４は、図２および図３の駆動アセンブリの一部分を例示している、外科用ステ
ープリング装置のツールアセンブリの一部分の斜視図である。
【図５】図５は、図２および図３の駆動アセンブリの一部分を例示している、開いた位置
における、本開示に従ったツールアセンブリの斜視図である。
【図６】図６は、図２および図３の駆動アセンブリの一部分を例示している、閉じた位置
における、図５のツールアセンブリの斜視図である。
【図７】図７は、図１の外科用ステープリング装置と共に使用可能である使い捨てローデ
ィングユニットの斜視図である。
【図８】図８は、本開示の実施形態に従った作動スレッド、プッシャおよびファスナの拡
大斜視図である。
【符号の説明】
【００５４】
１７　ツールアセンブリ
２８　回転ノブ
１００　外科用ステープリング装置
５００　駆動ビーム
５１２　関節接合部
６００　フレーム
６０２　クランプハンドル
６３６　発射ハンドル
６５９　発射ハンドル戻りばね
６６０　キッカーばね
６６２　手動安全装置
７５８　内視鏡型部分
７９６　アンビル
８３６　カートリッジアセンブリ
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